
仕 様 書 

 

１ 業務名 

岡山市公立幼稚園他自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借 

 

２ 設置台数及び設置先 

設置台数 ７７台 

設置先 岡山市内公立幼稚園２６園、保育園２７園及び認定こども園２４園 

※ 所在地については別紙のとおり 

 

３ 契約期間 

 契約締結日から令和１２年７月３１日まで 

 

４ 賃貸借期間 

令和７年８月１日から令和１２年７月３１日（６０ヶ月） の長期継続契約 

※岡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条約（平成１８年市条例第７８

号）に基づく長期継続契約 

 

５ 機器引渡し期限 

令和７年７月３１日まで 

 

６ 賃借料の支払い 

 以下に掲げる方法による毎月払いとする。 

・月額賃借料は契約総額を６０月で除して得た額（１円未満の端数が生じる場合は、初回の月

額賃借料に加算する。）。 

・賃借料は毎月請求書を受理したのち３０日以内に支払うものとする。 

 

７ 機能・規格等 

・一般市民の使用可能な医療用具として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）に基づく承認を受けているもの。 

また、非医療従事者に対しても使用が認められているものであること。 

・通常波形は二相性のものであること。 

・納入するＡＥＤは新品であること。 

・ショックが必要であると判断した後でも、患者の心電図波形が戻った場合には、安全機能とし

て電気ショックを自動的に取り消す（キャンセル）機能があること。 

・バッテリ残量や電極パッドの通電状況、使用期限等、ＡＥＤが正常に作動するために必要な機



能および付属品について、日次でチェックを行うこと。また、機器本体が毎日セルフテストを

実施し、不具合等が生じた場合は音や表示で警告すること。 

・未就学児に対して使用が可能で、本体切り替えスイッチ又は小児用キー等により１種類の電極

パッドで成人、小児どちらに対しても使用できること。また、納品時は切り替え操作を行うこ

となく小児用として使用できる状態で納品すること。 

・訓練を受けていないものでも容易に操作できるよう、電極パッドの装着、除細動の適否、心肺

蘇生等 AED の一連の操作を日本語で音声案内する機能、並びに液晶画面のイラストと文字で手

順を指示する機能を有すること。なお、音声案内と画面の指示は適切に連動しており、液晶画

面は非常災害等停電時にも視認できること。 

・除細動パッドは予め本体に装着されていること。 

・防水・防塵性は固形物及び水に対する保護等級であるIP55 以上を有していること。 

 

参考製品 

・ 日本光電工業株式会社 カルジオライフ AED-3150 

※参考製品以外の製品で見積もる場合は、公告文に示す質問受付期限及び方法（ＦＡＸ またはＥ

メール）によりカタログ等添付の上、同等品認定を申し出ること。（必要に応じて担当者までカタ

ログ・見本等を持参することを可とする。） なお、回答は公告文に示す質問回答の掲載期間及び

方法によりホームページに掲載する。 

 

８ 付属品等 （ＡＥＤ１台あたり） 

・バッテリー：１個 

・予備電極パット： １組 

※バッテリー及び除細動パッドは契約期間を通して期限切れのないように交換すること 

・収納バック（キャリングケース） 

・ＡＥＤ設置ステッカー 

・取扱説明書（日本語） 

・救急セット（タオル、衣服切除用はさみ、剃刀、人工呼吸補助用具、感染防御用手袋） 

 

９ 保守管理 

保守について契約業者が費用を負担し、全面的な責任において下記のように行うものとする。 

・１年に１回以上の保守点検を行い、異常が認められた際はその結果を担当課及び設置場所担当

者に報告すること。なお、保守点検については、消耗品・アクセサリーの損傷の有無及び有効

期限、本体外装のひび割れ等の損傷の有無について目視点検または遠隔監視を行うこと。これ

らの点検が確実に履行できるのであれば、保守点検の資格等は不要とする。 

・バッテリー及び除細動パッドの消耗品および本体はメーカーが保証する使用期限が経過する前

に新品と交換を行い、即使用できる状態にすること。 

・消耗品の使用時は、無償で即納すること。 



・消耗品の交換作業については、前もって本市に期間を申し出たうえで、日程調整を設置場所の

担当者と行うこと。 

・修理等が必要になった場合の対応先について、ＡＥＤ設置ステッカーを近くのわかりやすい位

置に表記すること。 

・万一の故障時には、修理依頼の連絡を受けてから、速やかに現地にて対応すること。 

・ＡＥＤの修理等の状況により持ち帰る必要がある場合は、同機種以上の代替を用意すること。 

・破損・故障に関する保険を付すること。 

 

10 説明 

  契約業者は設置場所の職員から求められた際には適宜、ＡＥＤの仕様、取扱方法、注意事項等

の説明を行うこと。なお説明に必要な資料・経費は契約業者の負担とする。 

 

11 納品・回収等 

・ＡＥＤは設置場所の担当者と日程調整を事前に行ったうえで担当者の指定する場所に設置する

こと。 

・設置に際して、機器の梱包に使われた段ボール、発泡スチロール等の梱包材は契約業者におい

て回収、破棄するものとする。 

・契約終了後には、契約業者が各設置場所からＡＥＤの回収を行うこと。またその際には設置場

所の担当者と日程調整を事前に行うこと。 

・契約期間中に、園の新設や移設、統廃合等の理由により、機器の移動が必要となった場合は移

動場所にかかわらず契約業者において無償で行うこと。 

 

12 その他 

・契約業者は、高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可を得ていること。 

・心肺蘇生（救急蘇生）に関するガイドライン変更に伴い、機器設定の変更が必要になった場合

は、遅滞なく担当課に報告し協議すること。 

・契約にあたっては、賃貸借機器一覧表（様式は任意）を提出すること。 

・この契約は、岡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続

契約である。この契約に係る歳入歳出予算が減額又は削除された場合は、この契約を解除又は

履行を中止する場合がある。 

 


